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Ⅰ 期  日     令和５年１２月２２日 金曜日 

Ⅱ 場  所     春日部市教育センター ２階 視聴覚ホール 

Ⅲ 開  会     １３時３０分 

Ⅳ 閉  会     １３時４２分 
 

Ⅴ 教育長及び出席委員 

教育長        鎌田 亨 

教育長職務代理者   水沼 章文 

委員         金森 良泰 

委員         秋山 早苗 

 

Ⅵ 欠席委員       岡田 新司 

 

Ⅶ 説明のための出席者 

【学校教育部】 

学校教育部学務指導担当部長             大野 明彦 

学校教育部次長兼教育総務課長            成塚 淳一 

学校教育部参事兼教育施設課長            寺林 敬峰 

学校教育部学務指導担当次長兼指導課長        佐山 宏樹 

市民文化会館長                   石塚  晴美 

学務課長                      澁谷 富雄 

学校給食課長                    柴山 伸之 

教職員担当課長                    瀬髙  武夫 

教育相談センター所長                                山本  智英 

 

 【社会教育部】 

社会教育部長                    小谷 啓敏 

社会教育部次長兼社会教育課長            佐藤 篤実 

社会教育部参事(兼)社会教育課 生涯学習推進担当課長(兼)視聴覚センター所長     

野口 美明 

社会教育部参事(兼)中央公民館長                  矢野  仁史 

文化財課長                     中野 達也 

郷土資料館長                                        實松  幸男 

スポーツ推進課長                  清水 一男 

スポーツ施設担当課長                                福嶋 伸五 

中央公民館事業担当課長               川辺  孝 

庄和市民センター正風館               當間 正恵 
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Ⅷ 書記 

教育総務課 総務担当主幹              林  亮平 

教育総務課 総務担当主査              伊藤 知子 

 

Ⅸ 

 署名委員の指名 

水沼委員 

 

Ⅹ 会議に附した議案 

 

報告第５６号 春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校の学校薬剤師の委嘱に係る 

専決処理について  

報告第５７号 令和５年１２月春日部市議会定例会について 

報告第５８号 令和５年度春日部市一般会計（教育費）補正予算に係る専決処理について 

報告第５９号 春日部市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部改正について 

報告第６０号 春日部市学校給食費相当額助成金（追加分）交付要綱の制定について  



- 3 - 

Ⅺ 議題及び議事の大要 

 

鎌田教育長 

それでは、ただいまから１２月定例教育委員会を開会いたします。 

はじめに、本日の会議録署名委員を指名します。水沼委員、お願いします。 

前回会議録（案）については、事務局より各委員に事前に配付しています。質疑等があ

れば、お聞かせ願います。 

 

[ 「ございません」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

事前に配付した会議録（案）のとおりでよろしいですね。 

 

[ 「結構です」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

前回会議録（案）は、事前に配付した会議録のとおり承認されました。それでは事務

局、会議終了後、前回署名委員の署名をいただいてください。 

それでは、議事に入ります。本日、議案はなく、報告事項のみとなります。 

はじめに、報告第５６号 春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校の学校薬剤師の

委嘱に係る専決処理について、説明を求めます。佐山課長、お願いします。 

 

佐山学務指導担当次長（兼）指導課長 

 報告第５６号 春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校の学校薬剤師の委嘱に係る

専決処理について、報告申し上げます。議案書１ページを御覧ください。 

 春日部市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定により、春日部市立小学

校、中学校及び義務教育学校の学校薬剤師の委嘱について教育長が専決処理しましたの

で、同規則第４条第２号の規定により報告いたします。 

 なお、委嘱した学校薬剤師名簿は、２ページにございます。 

 以上でございます。 

 

鎌田教育長 

何か御質問はありませんか。 

 

[ 「ございません」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

次に、報告第５７号 令和５年１２月春日部市議会定例会について、説明を求めます。 

成塚課長、お願いします。 
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成塚学校教育部次長（兼）教育総務課長 

報告第５７号 令和５年１２月春日部市議会定例会について、報告いたします。議案書

３ページと、併せて別紙を御覧ください。 

会期は、１１月２７日から１２月１８日の２２日間でございました。 

提出議案のうち、教育委員会関係の議案は、議案第９４号、１００号、１０２号、１０

９号、１４０号の５件であり、原案のとおり可決並びに同意されました。 

次に、一般質問では、２５人の議員から質問があり、このうち教育委員会関係につきま

しては、１０人の議員から質問がございました。 

質問項目につきましては、お示しのとおりでございます。参考に、教育委員会に関する

一般質問のダイジェスト版を配付いたしましたので、後ほど御覧ください。 

以上、報告いたします。 

 

鎌田教育長 

別紙ダイジェスト版のとおり教育委員会関連で一般質問がございました。この資料は、

今後、市内校長研究協議会においても配付する予定でございます。何か御質問はありませ

んか。 

 

[ 「ございません」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

以上で報告を終了します。 

告示した当初の議案は以上ですが、本日、報告第５８号 令和５年度春日部市一般会計

（教育費）補正予算に係る専決処理について 及び 報告第５９号 春日部市学校給食費

の管理に関する条例施行規則の一部改正について 及び 報告第６０号 春日部市学校給

食費相当額助成金（追加分）交付要綱の制定についてを追加で報告したいと考えておりま

すが、いかがでしょうか。 

 

[ 「異議ありません」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

異議なしと認めます。 

それでは、報告第５８号 令和５年度春日部市一般会計（教育費）補正予算に係る専決

処理について、説明を求めます。成塚課長、お願いします。 

 

成塚学校教育部次長（兼）教育総務課長 

 報告第５８号 令和５年度春日部市一般会計（教育費）補正予算について、報告いたし

ます。 

 本日配付した、左側２か所留めの資料、追加議案目録、１ページを御覧ください。 

 本案件については、教育委員会の会議における議案となる案件でございますが、春日部

市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条により教育長が専決処理を行ったため、
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報告するものでございます。 

 次に、補正予算の内容について、説明申し上げます。議案書２ページを御覧ください。 

第１表、歳入歳出予算補正、こちらは総括表でございます。 

歳入につきましては、市長部局の分と合算されて表示されているものでございます。 

次に、歳入の事業別概要について、説明申し上げます。３ページを御覧ください。 

給食費負担金について、給食センター分、小学校、中学校分をそれぞれ減額するもので

ございます。いずれも、国からの臨時交付金を活用し、学校給食費の１か月無償化によ

り、子育て世帯を経済的に支援するため補正するものでございます。 

次に歳出の事業別概要について、内容を説明申し上げます。４ページを御覧ください。 

最上段、小学校給食運営事業、２段目、中学校給食運営事業、３段目、給食センター運

営事業のいずれにつきましても、給食費負担金から一般財源へ財源振替するものでござい

ます。 

 以上、報告いたします。 

 

鎌田教育長 

何か御質問はありませんか。 

 

[ 「ございません」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

次に、報告第５９号 春日部市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部改正につ

いて、説明を求めます。柴山課長、お願いします。 

 

柴山学校給食課長 

報告第５９号 春日部市学校給食費の管理に関する条例施行規則の改正について、報告

いたします。 

追加議案目録の５ページを御覧ください。 

はじめに、規則の改正理由でございますが、物価が高騰する中、学校給食費を通じて子

育て世帯への経済的支援を図るため、規則の一部を改正したものです。 

次に、議案書６ページを御覧ください。改正内容でございますが、附則の第４項 令和

６年３月分の児童又は生徒の学校給食費の特例でございます。国の地方創生臨時交付金を

活用し、令和５年９月、１０月に加えて、令和６年３月分の児童生徒の学校給食費を無償

にすることで、子育て世帯の経済的支援を図るものでございます。 

報告第５９号につきましては、以上でございます。 

 

鎌田教育長 

何か御質問はありませんか。 

 

[ 「ございません」と言う人あり ] 
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鎌田教育長 

次に、報告第６０号 春日部市学校給食費相当額助成金（追加分）交付要綱の制定につ

いて、説明を求めます。柴山課長、お願いします。 

 

柴山学校給食課長 

報告第６０号 春日部市学校給食費相当額助成金（追加分）交付要綱の制定について、

御報告いたします。 

議案書７ページを御覧ください。はじめに、要綱の制定理由でございますが、第５９号

で御報告いたしました、児童生徒の３月の学校給食費無償の実施にあたり、食物アレルギ

ー等により給食を食べずにお弁当の持参などをしている児童生徒の保護者に対しても、経

済的支援を図るものです。９月１０月の無償時にも実施しましたが、３月実施にあたり、

追加分として新たに要綱を制定したものです。 

議案書８ページを御覧ください。要綱の主な内容について説明申し上げます。第１条で

は、要綱の趣旨を定めております。食物アレルギー等により給食を食べずにお弁当の持参

や、部分的な喫食などをしている児童生徒の保護者にも、経済的支援を図るため助成金を

交付することを趣旨としています。第２条では助成対象者、第３条では助成額を定めてお

ります。第４条では交付の申請として、保護者からの申請に基づき助成金を交付すること

を定めております。 

なお、この要綱は、市長決裁のあった令和５年１２月１９日から施行するものです。 

報告第６０号につきましては、以上でございます。 

 

鎌田教育長 

保護者への経済的支援として、３月分の給食費を無償とするということでございます。

本件を含む追加報告３件については、いずれも市議会の議決後に事務処理を進めなければ

ならない案件であり、今回、報告させていただきました。何か御質問はありませんか。 

 

[ 「ございません」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

以上で、追加報告を終了します。 

それでは、次回教育委員会の日程をお願いします。 

 

成塚学校教育部次長（兼）教育総務課長 

次回、１月定例会につきましては、１月１８日、木曜日、午後１時３０分から、新庁舎

４階、委員会会議室での開催を予定しております。 

 以上でございます。 

 

鎌田教育長 

以上で、１２月定例教育委員会を閉会いたします。 

 


